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第２章 

１．景観計画区域 
 

景観計画の対象範囲となる景観計画区域は、これまで相互の連携が十分とはいえなかった都市

や農村、山林、自然公園等を、景観の観点から一体的・横断的に捉えるため、都市計画区域に限

らず、景観の保全・形成上必要な範囲を幅広く指定することができます。 

 

岩国市には、人々の生活とともに育まれてきた「自然」「歴史・文化」「生活・生産」等の個性

ある景観資源が市全域にわたって分布しています。その一方、それらの保全・形成上の課題も市

全域に及んでいます。 

そのため、地域ごとの景観特性や課題を踏まえ、景観法の各種制度を活用した実効力の高い景

観まちづくりを全市的に進めていくため、岩国市全域を景観計画区域として定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
景観計画区域（市全域） 
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景観計画区域

●地域を代表する良好な景観や眺望を有し、その保全の必要性や緊急性が高い地区 

●住民主体の景観まちづくり活動の機運が高く、景観まちづくりに対する地元の合意が図られ

ている地区 

●地域の拠点や玄関口等、良好な景観を創造していくべき地区 

●大規模な公共事業や民間事業の計画があり、先導的に良好な景観を創造していくべき地区 

２．重点地区の指定（区域の区分） 
 

（１）重点地区とは 

景観計画区域のうち、地区の特性を活かしたきめ細やかな景観形成を図る必要がある地区につ

いては、重点地区として区域を区分します（重点地区以外の区域は、「一般地区」とします）。 

重点地区では、質の高い良好な景観が集積する地区や地域の拠点、開発による新たな景観を創

造していく地区、住民による積極的な景観まちづくり活動等が行われている地区等、景観まちづ

くりを重点的に進め、地区の実情に合ったきめ細やかな景観誘導を図っていきます。なお、良好

な景観を有する地区や創造していくべき地区等については、その保全の必要性や住民による景観

まちづくり活動の機運等を考慮し、重点候補地区とし住民と行政の協働のもと、重点地区への位

置付けを検討していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■重点地区の指定要件 

 

 

重点地区

Step1
市民と行政の協働による
景観形成に向けた取組

重点地区の候補
となる地区

良好な景観に対する市民、
行政それぞれの思い

Step2
景観計画による実践、実行

Step3

・良好な景観の保全、整備の実施
・地域住民と行政の協働の取組
・景観まちづくり活動の実行

・良好な景観への気づき、思い
・地域住民や事業者、行政それぞれ

の価値観による多様な案
・景観まちづくり活動の芽生え

重点地区の候補とすべき
市民提案や行政案

・良好な景観の保全、整備の必要性の

・地域住民と行政の価値観の共有
・景観まちづくり活動の機運の高まり

認識

重点地区への発展イメージ 
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第２章 

（２）重点地区の指定 

以下に示す地区を重点地区に指定します。 

 

１）横山重点地区 

横山地区は、錦帯橋や歴史的景観資源、城山及び錦川の豊かな自然が調和した本市を代表する

景勝地となっています。この優れた景観を守り育て、未来へ継承していくために、景観法に基づ

く景観計画の中で重点地区として位置づけ、横山重点地区の景観形成を進めることとします。 

 

横山重点地区の範囲 

横山重点地区の対象範囲については、これまでの岩国市街なみ景観条例（平成 18 年 3 月

20日条例第229号）による景観形成地区を継承するとともに、景観特性と課題を踏まえ、城

山及び錦川の一部を含めた範囲とします。範囲を拡大することで、継続的な景観形成に加え、

錦帯橋の背景として映える城山や錦川沿いの桜並木、竹林を含め横山地区全体として景観誘

導を図ります。 

 

横山重点地区の範囲を右図青線で示すとともに、界について以下のとおりとします。 

 ※次頁図の区間について 

  Ａ区間－横山三丁目と関戸及び岩国五丁目の町丁目界 

  Ｂ区間－名勝指定範囲界 

  Ｃ区間－横山一丁目と川西一丁目の町丁目界 

  Ｄ区間－尾根から関戸側50ｍ以内 

 

 横山重点地区は、景観を構成する土地利用による景観区分から、「歴史散歩地区」、「うる

おい住宅地区」、「山林河川地区」に区分します。 

歴史散歩地区は、錦帯橋から香川家長屋門、吉香公園、紅葉谷公園、吉川史料館、吉香神社

等の重要な景観資源がある地区です。 

 うるおい住宅地区は、歴史的な面影を残した閑静な住宅街の地区です。 

 山林河川地区は、城山と錦川の河川区域からなり、豊かな自然景観をなす地区です。 
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景観計画区域

凡　　例

景観計画重点地区

歴史散歩地区

うるおい住宅地区

山林河川地区

「歴史散歩地区」と「うる
おい住宅地区」の境は、前
面道路から見える範囲まで
とします。 
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第２章 

２）岩国重点地区 

岩国地区は、岩国城下町の町割や住宅、店舗が連なることで醸し出す風情、まちなみの背景と

なる山並み及び錦川の豊かな自然が調和した本市を代表する歴史的、文化的な景観を形成してい

ます。この優れた景観を守り育て、未来へ継承していくために、景観法に基づく景観計画の中で

重点地区として位置づけ、岩国重点地区の景観形成を進めることとします。 

 

岩国重点地区の範囲 

岩国重点地区の対象範囲については、「錦帯橋を中心とした錦川両岸地域のまちづくり将

来ビジョン」を踏まえて作成された「城下町地区街なみ環境整備方針」（平成26年4月 岩

国市）に基づき、対象範囲を設定します。 

 

岩国重点地区の範囲を右図青線で示すとともに、界について以下のとおりとします。 

 ※次頁図区間について 

  Ｅ区間－錦帯橋風致地区界 

  Ｆ区間－道路界（岩国二丁目と岩国三丁目の町界） 

  Ｇ区間－道路界 

  Ｈ区間－錦帯橋風致地区界 

  Ｉ区間－道路界 

  Ｊ区間－名勝指定範囲界 

  Ｋ区間－道路界 

 

 岩国重点地区は、景観を構成する土地利用による景観区分から、「沿道にぎわい地区」、「こ

まちなみ地区」、「ゆとり住宅地区」、「山林地区」に区分します。 

 沿道にぎわい地区は、錦帯橋へのアクセス道路にふさわしい風格を持つバス通り沿道及び

岩国地区のにぎわいを感じさせる臥龍橋通り沿道の地区です。 

こまちなみ地区は、岩国城下町に由来する大明小路沿道、錦見七町を中心とした歴史と文

化を継承する風情のある地区です。 

ゆとり住宅地区は、武家屋敷地等に由来する良好な低層住宅からなる地区です。 

山林地区は、椎尾神社の社叢林や錦帯橋の背景となる山並みの自然景観からなる地区で

す。 
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景観計画区域

 岩国重点地区 区域図 

大明小路 

（市道錦見43号線の一部） 

バス通り 

（市道錦見61号線の一部） 

臥龍橋通り 

（市道岩国26号線） 

山手小路（一部） 

（市道岩国22号線の一部） 

こまちなみ地区

景観計画重点地区

沿道にぎわい地区

ゆとり住宅地区

山林地区

沿道にぎわい地区

こまちなみ地区

バス通り沿道 

臥龍橋通り沿道 

山手小路（一部）沿道 

大明小路沿道 


